
大阪市耐震改修支援機構設置要綱 

制定 平成 20年 9月 9日 

最近改正 平成 31年 4月 1日 

 

（設置） 

第１条 大阪市における住宅の耐震化促進を図るため、公的団体、建築関係団体等が連

携し、市民に住宅の耐震化の必要性やその方法に関する理解を促すとともに、安心し

て耐震診断や耐震改修を行うことができるよう情報を提供するなど、住宅の耐震化に

係る支援を行うことを目的として、大阪市耐震改修支援機構（以下「支援機構」とい

う。）を設置する。 

 

（事業の執行等） 

第２条 大阪市は、前条の目的を達成するため、支援機構の協力を得て次の事業を行う。 

一 住宅の耐震化に係る普及啓発 

二 安心して耐震診断、耐震改修設計又は耐震改修工事を依頼することのできる事業

者の紹介 

三 その他、住宅の耐震化を促進するために必要となる事業 

２ 支援機構は、前年度の事業実績並びに当年度の事業計画を大阪市都市整備局長へ報

告するものとする。なお、報告時期については大阪市都市整備局長が別途指示する。 

 

（組織） 

第３条 支援機構は、本部及び耐震化支援団体で組織する。 

２ 本部は、都市整備局長が適当と認める団体（別表のとおり）で組織する。 

３ 耐震化支援団体は、住宅の耐震化に係る普及啓発を積極的に行うとともに、安心し

て耐震診断、耐震改修設計又は耐震改修工事を依頼することのできる事業者を構成員

に持ち、これを紹介することができる団体として、本部が適当と認めるものとする。 

 

（有識者からの意見聴取） 

第４条 都市整備局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その意見を述べるに

当たって外部の有識者から意見を聴取することができる。 

一 前条第３項に規定する耐震化支援団体の認定、指導、勧告又は除名の措置を公平、

適切に行うため、本部から意見を求められたとき 

 二 安心して耐震診断、耐震改修設計又は耐震改修工事を依頼することのできる事業

者の紹介を公平、適切に行い、支援機構の信頼性の確保に資するため、本部から意

見を求められたとき 



 

（所管） 

第５条 支援機構は、大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グ

ループが所管する。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は大阪市都市整備局長が別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年 ９ 月 ９ 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年１０月２２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年 ４ 月 １ 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年 ８ 月 １ 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年 ５ 月 ９ 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２７年 １０月 ２０日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

 

別表 

（大阪市耐震改修支援機構本部を組織する団体） 

 一般財団法人大阪建築防災センター 

一般社団法人日本建築構造技術者協会 

独立行政法人住宅金融支援機構 

大阪市住宅供給公社 


